自治会活動の手引き改訂の新旧対照表
	
	（変更後）
	（変更前）

	
	41頁
第Ⅱ章
１．自治連合会コミュニティ活動交付金
（２）交付金額
ア．交付金の算定基準
	交付団体
	項目
	算定基準と考え方

	校区自治会
	校区役員活動
	52,500円

	町自治会
	1 町役員活動
	23,000円


※①＋②＋③＋④＋⑤＝35,500円＋町自治会加入世帯数×820円
　　　　　　　　　　　　＋町自治会管理のごみステーション数×500円
51頁
助成制度一覧
	No.
	助成制度名
	対象
	補助対象
	担当課
	ページ

	(14)
	健康な地域づくりの支援
	校区自治会など（健康づくりを行う団体）
	地域の健康づくり活動に関する支援
	健康増進課
39-9117
	58

	(15)
	地域猫不妊去勢手術費補助金
	地域猫活動を行う団体
	飼い主のいない猫への不妊去勢手術費
	動物愛護センター
39-9127
	59





	No.
	助成制度名
	対象
	補助対象
	担当課
	ページ

	



	なし

	
	なし

	(19)
	自治会公園管理委託業務
	・街区公園等がある町又は校区自治会
	公園等の清掃、除草、施設等の目視点検及びトイレ清掃に要する経費
	公園緑地課
51-2654
	61





53頁
（４）　自治連合会コミュニティ活動交付金
	補助金額
	・校区自治会
	項目
	算定基準

	校区役員活動
	52,500円


・町自治会
	項目
	算定基準

	町役員活動
	23,000円












55貢
（６）市民協働推進補助金
	対象団体
	５人以上で構成される非営利の民間団体。（構成員の２分の１以上が豊橋市に在住または通勤・通学をしていること等の条件あり）


	申請時期
	1 令和８年度分後期募集【つつじ・くすのき・わかば】
応募期間：令和８年４月～６月予定（今年度実施事業）

2 令和９年度分前期募集【つつじ・くすのき】
応募期間：令和８年１２月～令和９年２月予定（次年度実施事業）
※書類審査及び公開プレゼンテーションを経て交付団体を決定（つつじ・わかばは書類審査のみ）


	補助対象
	
主に市内を拠点として行われる事業で、地域社会の課題（環境美化、地域の安全、文化やスポーツの振興、子どもの健全育成等）を解決するために行われるもの。
交付年度において市から他の補助金（団体の運営・応募以外の事業に係るものを除く。）又は豊橋市社会福祉協議会のボランティア活動助成金を受けていないこと。

	つつじ
	団体活動始動時の比較的規模の小さな事業及び既存団体の新規事業が対象（スタート支援）


	くすのき
	団体活動始動時の比較的規模の大きな事業並びに既存団体の新規事業及び継続事業が対象（ネクスト支援）


	わかば
	若者が企画し、実施する新規事業及び継続事業が対象（若者支援）









	補助金額
		つつじ
	上限10万円（端数切捨）
＜４年に１回、同一事業１回まで（新規事業に限る）＞
補助率10/10
※多様な主体が参画し、役割分担のもと連携して実施する事業であって、連携による事業効果の向上が期待できると認められた場合、マルチパートナー事業として、上限10万円を加算


	くすのき
	下記①②のうち、いずれか少ない額（端数切捨）
①上限30万円
②（（補助対象経費－５万円）×下記補助率）＋５万円　　　　
補助対象経費が５万円以下の場合は補助対象経費
＜１事業につき３回まで＞
補助率１回目2/3、２回目1/2、３回目1/3


	わかば
	上限10万円（端数切捨）
＜１事業につき３回まで＞
補助率10/10
※市外の若者が市内で活動する場合、旅費及び宿泊費として、上限５万円を加算





	担当部署
	市民協働推進課　51-3201










56貢
（７）　防犯カメラ維持管理費補助金
	申請時期
	補助金希望申出書を9月末までに提出

	目　　的
	地域の防犯力向上のために設置した防犯カメラ、カメラ付きＬＥＤ防犯灯を適正に稼働させるため、令和５年度までに安全生活課の補助を活用して設置した団体に対し、電気料金や保守点検等の費用の一部を補助することにより、街頭犯罪等の未然防止を図る。



57貢
（９）安全安心防犯灯維持費補助金
	申請時期
	年度始めの４月または５月分電気料金領収書写し等を添え、補助金希望申出書を６月末日までに提出

	補助金額
	年間電灯量の２分の１相当額以内とする。



（１０）子ども見まもり隊用パトロール物品配布
	補助金額
	各団体の構成員・申請に応じパトロール用物品を毎年夏ごろに現物配付（配付数量に上限有り）

	担当部署
	安全生活課　51-2303



58貢
（１４）　健康な地域づくりの支援
	申請時期
	４月（空きがあれば５月以降も随時可）

	補助対象
	地域の健康づくり活動に関する支援（無料）
・講師派遣
・健康プログラムの提供
・物品貸出

	補助金額
	なし

	担当部署
	健康増進課　39-9117





59貢
（１５）地域猫不妊去勢手術費補助金
	担当部署
	動物愛護センター　39-9127



60貢
（１７）　河川愛護活動報奨金
	補助対象
	市が管理する河川等において１日２時間程度の除草作業及び清掃作業等を行う活動。
作業日ごとに参加者名簿、活動箇所図、写真を添えた「河川愛護活動実績報告書」の提出が必要。



61貢
（１９）自治会公園管理委託業務
	申請時期
	実施の前年度８月中旬（予定）

	担当部署
	公園緑地課　51-2646



（２０）街頭消火器設置費等補助金
	申請時期
	年度当初（火災で使用した消火器の薬剤詰替え申請については随時）



62貢
３.市民活動保険（追加）
（１）豊橋市市民活動総合補償制度
	対象団体
	自治会（自治会内の子ども会等を含む）、老人クラブ（ゆたかクラブ豊橋加盟団体に限る）、どすごいネット登録のボランティア団体等

	申請時期
	対象団体は、手続き不要で制度の対象。ただし、事故発生日から30日以内に事故報告書の提出が必要。




	目　　的
	市が保険料を負担し、自治会やボランティアの活動中の事故を補償することで、安心して市民活動が行える環境を整えることを目的とする。

	補償対象
	対象団体が社会に役立つ活動を行う場合の指導者、スタッフ、活動者
※詳細は、市ホームページに掲載の「豊橋市市民活動総合補償制度のご案内」を確認してください。

	補償内容
	・傷害補償（偶然の事故により活動者が死亡または負傷した場合）
・賠償責任補償（他人の生命・身体・財物に損害を与えた場合）

	担当部署
	市民協働推進課　　51-2484



	41頁
第Ⅱ章
１．自治連合会コミュニティ活動交付金
（２）交付金額
ア．交付金の算定基準
	交付団体
	項目
	算定基準と考え方

	校区自治会
	校区役員活動
	50,000円

	町自治会
	1 町役員活動
	22,000円


※①＋②＋③＋④＋⑤＝34,500円＋町自治会加入世帯数×820円
　　　　　　　　　　　　＋町自治会管理のごみステーション数×500円
51頁
助成制度一覧
	No.
	助成制度名
	対象
	補助対象
	担当課
	ページ

	(14)
	健康な地域づくり事業
	・町自治会
・校区自治会など
	地域の健康づくり活動に関するプログラム提供等
	健康増進課
39-9140
	58

	(15)
	地域猫不妊去勢手術費補助金
	地域猫活動を行う団体
	飼い主のいない猫への不妊去勢手術費
	生活衛生課
39-9127
	58





	No.
	助成制度名
	対象
	補助対象
	担当課
	ページ

	(19)



	公園協力会活動助成金
	（複数）町自治会（公園協力会）
	登録団体が行う公園内清掃及び除草等、美化活動助成
	（公財）豊橋みどりの協会
41-7400
	61

	(20)
	街路樹愛護会活動助成金
	（複数）町自治会など（街路樹愛護会）
	登録団体が行う街路の清掃、除草等、美化活動助成
	（公財）豊橋みどりの協会
41-7400
	61

	(21)
	自治会公園管理委託業務
	・街区公園等がある町自治会
	公園等の清掃、除草、施設等の目視点検及びトイレ清掃に要する経費
	公園緑地課
51-2650
	61




53頁
（４）　自治連合会コミュニティ活動交付金
	補助金額
	・校区自治会
	項目
	算定基準

	校区役員活動
	50,000円


・町自治会
	項目
	算定基準

	町役員活動
	22,000円












55貢
（６）市民協働推進補助金
	対象団体
	５人以上で構成される非営利の民間団体。ただし、主に市内で活動し、構成員の２分の１以上が豊橋市に在住または通学・通勤していること。


	申請時期
	1 当年度分後期募集（つつじ補助金）
応募期間：４～６月頃の予定（今年度実施事業）
書類審査を行い交付団体決定

2 次年度分前期募集（つつじ補助金・くすのき補助金）
応募期間：１１月～１月の予定（翌年度実施事業）
書類審査及び公開プレゼンテーションを経て交付団体を決定（つつじ補助金は書類審査のみ）


	補助対象
	
市内に拠点として行われる事業で、地域社会の課題（環境美化、地域の安全、文化やスポーツの振興、子どもの健全育成など）を解決するために行われるもの。ただし、豊橋市の他の補助金を受けない事業に限る。



	補助金額
	◎つつじ補助金（１団体１回のみ）…設立後５年未満の団体が対象
50,000円を限度（1,000円未満端数切捨）

◎くすのき補助金…設立後２年以上または設立後２年未満でもつつじ補助金の交付を受けた団体が対象

◎同一事業３回まで
1回目：補助対象経費の３分の２に相当する額（1,000円未満端数切捨）
２回目：補助対象経費の２分の１に相当する額（1,000円未満端数切捨）
３回目：補助対象経費の３分の１に相当する額（1,000円未満端数切捨）
１回目から３回目全て300,000円を限度
☆補助金額等については、変更となる場合があります。

	担当部署
	市民協働推進課　51-2483










56貢
（７）　防犯カメラ維持管理費補助金
	申請時期
	9月末まで（事前申請）

	目　　的
	地域の防犯力向上のために設置した防犯カメラを適正に稼働させるため、団体に対し、電気料金や保守点検等の費用の一部を補助することにより、街頭犯罪等の未然防止を図る。



57貢
（９）安全安心防犯灯維持費補助金
	申請時期
	年度始めの４月分電気料金領収書写し等を添えて補助金希望申出書を６月末日までに提出が必要

	補助金額
	年間電気料金の２分の１相当額以内とする。



（１０）子ども見まもり隊用パトロール物品配布
	補助金額
	各団体の構成員・申請に応じパトロール用物品を現物配付
（配付数量に上限有り）

	担当部署
	安全生活課　51-2550



58貢
（１４）　健康な地域づくり事業
	申請時期
	４月

	補助対象
	地域の健康づくり活動に関するプログラム提供等

	補助金額
	講師派遣、プログラムの提供（いずれも提供は1校区1回まで）

	担当部署
	健康増進課　39-9140





59貢
（１５）地域猫不妊去勢手術費補助金
	担当部署
	生活衛生課　39-9127


　
60貢
（１７）　河川愛護活動報奨金
	補助対象
	市が管理する河川等において１日２時間以上の除草作業及び清掃作業等を相当の期間を空けて年２回以上行う活動。
作業日ごとに参加者名簿、活動箇所図、写真を添えた「河川愛護活動実績報告書」の提出が必要。



61貢
（２１）自治会公園管理委託業務
	申請時期
	実施の前年度８月下旬（予定）

	担当部署
	公園緑地課　51-2650



（２２）街頭消火器設置費等補助金
	申請時期
	５月末日（火災で使用した消火器の薬剤詰替え申請については随時）

























